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歯科は、医科・薬局と比較してレセプトコンピュータの導入が進んでいないため、資格確認端末のみでオンライン資格確認を実施する機
関がある程度存在する認識。
上記を踏まえ、未委託での資格確認に係る機能の実装方式を再度整理・検討する。

検討事項・対応方針

検討事項
• 資格確認端末とレセプトコンピュータを接続していない医療機関等において、未委託の資格確認である旨の表示をどのよ

うに実現するか（資格確認端末のみでオン資を実施）。

背景/対応方針

＜背景＞

• 歯科は、医科・薬局と比較してレセプトコンピュータの導入が進んでいない状況であるため、資格確認端末のみでオンライ
ン資格確認を実施している機関がある程度存在する認識。

• これまでの未委託の資格確認である旨の表示機能は、資格確認端末・レセプトコンピュータを組合せた実装方式を想定
していたため、資格確認端末のみでの実装方式も含めた詳細な整理が必要である認識。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• これまで想定していた未委託での資格確認に係る対応案を、資格確認端末のみでの実装方式に当てはめた場合の課
題を抽出する。

• 上記の課題について、資格確認端末・レセプトコンピュータの組合せ方式も含めて、全体最適を考慮した対応案を検討
する。

WG
自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等
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歯科は、医科・薬局（調剤）と比較して、電子媒体（CD-R等）・紙レセプトの割合が大きい。
⇒レセプトコンピュータの導入の遅れが理由の1つとして考えられる。

レセプト請求形態別の請求状況（令和2年3月診療分）
URL：https://www.ssk.or.jp/tokeijoho/tokeijoho_rezept/tokeijoho_rezept_r01.files/seikyu_0203.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等



.

1

医療機関等でのオンライン資格確認の実装方式は、資格確認端末・レセプトコンピュータを組合せて行う方式（オンプレミス型①・クラウ
ド型）、及びレセプトコンピュータで資格確認端末の機能も代替する方式（オンプレミス型②）が主である認識。

オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について（令和3年4月版）
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等
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資格確認端末のみでオンライン資格確認を実施する医療機関等については、資格確認端末（ソフトを含む）側で未委託の資格確認
である旨の表示機能が必要である認識。
⇒新規検討対象のユースケースも含め、未委託の資格確認に係る機能の実装方式を再検討。

課題の洗い出し

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカー
ドリーダー等 資格確認端末 レセプトコンピュータ

支払基金・中央会

オンライン資格確認等
システム

医療機関等

顔認証付きカー
ドリーダー等 資格確認端末

これまでの
想定

検討対象

アプリケーション
ソフト

• 未委託の資格確認である
旨の表示機能

• 未委託の資格確認の特定機
能（フラグ等の連携）

• 未委託の資格確認の特定機能（フラグ等の
連携）

• 公費負担者・受給者番号等の連携の制御機
能

• 未委託の資格確認の特定機能
（フラグ等の連携）

• 未委託の資格確認の特定機能（フラグ等の連携）
• 公費負担者・受給者番号等の連携の制御機能
• 未委託の資格確認である旨の表示機能

アプリケーション
ソフト

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.7 資格確認端末とレセプトコンピューター未接続の医療機関等
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.8 未委託の資格確認後の医療券/調剤券の登録 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.8 未委託の資格確認後の医療券/調剤券の登
録について、当該被保護者を医療機関側で管
理・抽出する仕組み、及び福祉事務所側で登
録漏れを把握する仕組みをどうするか。

• 当該ユースケースについては、医療機関等→福祉事務所への電話照会などにより、
医療機関等・福祉事務所の両者が該当する被保護者を把握できている前提。

• また、左記の要件は便利機能的な位置づけになるため、オンライン資格確認の導
入の中でシステム対応は行わず、必要に応じて自治体・医療機関等が個別でベン
ダに発注することとする。
※請求前資格確認の導入により、登録漏れに起因する業務負荷を削減する想
定。
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左記の要件は便利機能的な位置づけになるため、オンライン資格確認の導入の中でシステム対応は行わず、必要に応じて自治体・医
療機関等が個別でベンダに発注することとする。
※請求前資格確認の導入により、登録漏れに起因する業務負荷を削減する想定。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

アクター

医療機関等

現行の未委託での受診時の対応

• 被保護者に保護決定通知書・受給者証等の提示を依
頼し、保護を認定した福祉事務所を確認する。

• 医療機関等→福祉事務所に電話等で医療扶助での
診療等の可否を照会し、上記で取得した被保護者の
情報をレセプトコンピューター等に登録する。

• 後日、福祉事務所から送付された医療券/調剤券を
確認する。

⇒未委託での受診を行った被保護者を医療機関等/福祉事務所で管理する機能については、便利機能的な位置づけになるため、
オンライン資格確認の導入の中でシステム対応は行わず、必要に応じて自治体・医療機関等が個別でベンダに発注することとする。
※請求前資格確認の導入により、登録漏れに起因する業務（返戻対応等）負荷を削減する想定。
※未委託の状態で来院した（資格確認を行った）被保護者は資格確認実績（ログ情報）でも確認可能。

福祉事務所

• 医療機関等からの照会を受け、医療扶助での診療等
の可否、及び被保護者の情報を回答する。

• 事後的に要否意見書・医療券/調剤券を発行する被
保護者を生活保護システムに登録、又は台帳等に記
入して管理する。

• 後日、要否意見書を発行し、医療機関等に送付する。

• 後日、医療券/調剤券を発行し、医療機関等に送付
する。

オン資導入後の対応

• 被保護者に保護決定通知書・受給者証等の提示を依
頼し、保護を認定した福祉事務所を確認する。

• 医療機関等→福祉事務所に電話等で医療扶助での
診療等の可否を照会し、上記で取得した被保護者の
情報をレセプトコンピューター等に登録する。

• 後日、医療機関コードによる医療券/調剤券情報の
一括照会により事後的に登録された医療券/調剤券
情報を確認する。

• 医療機関等からの照会を受け、医療扶助での診療等
の可否、及び被保護者の情報を回答する。

• 事後的に要否意見書・医療券/調剤券を発行する被
保護者を生活保護システムに登録、又は台帳等に記
入して管理する。

• 後日、要否意見書を発行し、医療機関等に送付する。

• 後日、電話のあった医療機関等を指定医療機関等
（委託先）として、医療券/調剤券情報を登録する。

現行から
変更なし

現行から
変更なし

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.8 未委託の資格確認後の医療券/調剤券の登録
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.9 受給者番号の固定化 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.9 受給者番号の固定化をどの程度まで徹底
するか。

• 保護の決定→保護の廃止までは同一の受給者番号を継続して利用する
方針。世帯変更時も、可能な限り受給者番号を固定化する方針。

• 但し、保護決定→保護廃止→保護(再)決定においては、医療保険の復
職と同様に、受給者番号が変更される前提とする。
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医療保険者等の被保険者証記号等・番号等⇔医療扶助の受給者番号の取り扱いを同様にするため、受給者番号については、保護
の決定→保護の廃止までなるべく固定化する方針。

観点

受給者番号の固定
化の範囲

現行の受給者番号の固定化のパターン

常に、被保護者ごとに固定化している。

⇒医療扶助以外の業務に影響を及ぼす可能性も考慮して、受給者番号の固定化について、福祉事務所においては、ベストエ
フォートで対応いただく方針とする。

現行から変更なし。

固定化の背景

• 既に厚生労働省→自治体に対して受給者番号の固定化の案内が出ていることを前提としつつ、医療保険者等となるべく
足並みを揃えるため、オン資の導入に併せてなるべく受給者番号の固定化を行う。

医療券の新規申請あるいは更新がある場合、受給者番号も変更になる。

医療券の新規申請時は受給者番号が変更になるが、更新時は変更しない。

医療券の新規申請時は受給者番号が固定式だが、更新時は変更する。

保護の停止/廃止→保護の再決定

保護継続の状態での世帯異動

固定化を基調とする。

福祉事務所ごとに他業務に影響ない
範囲で固定化

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.9 受給者番号の固定化 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.10 複数の公費負担者番号を利用している福祉事務所 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.10 都費分/区費分のように、1福祉事務所に
おいて、生保の公費負担者番号を複数利
用している場合の運用をどうするか。

• 加入者資格情報と公費負担者番号が異なる医療券/調剤券情報も登録
可能であることから、当該運用は現行のまま継続可とする想定。
※保険者マスタにも2つの番号を登録する。
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1福祉事務所が複数の公費負担者番号を利用するユースケースについて、現状の運用（対象者、医療券等の発行方法）を確認後
、システム対応を行うか（オンライン資格確認の対象とするか）、又は紙の医療券/調剤券の発行対象とするか検討を行う。

検討事項・対応方針

検討事項 • 都費分/区費分のように、1福祉事務所において、生保の公費負担者番号を複数利用している場合の運用をどうするか。

背景/対応方針

＜背景＞

• 自治体ベンダへの照会結果より、東京都では、1つの福祉事務所でも区費/都費に応じて公費負担者番号を使い分け
ている（生活保護法第73条）。
※1つの福祉事務所が複数の公費負担者番号を持つ。

• 1福祉事務所内で1被保護者が複数の資格情報を持つ可能性を考慮して、対応案を検討する必要がある。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 自治体ベンダに対して、追加で質問事項を送付し、検討を進めるためのインプットを収集する。

• 自治体ベンダから受領したインプットを整理したうえで、支払基金ベンダに照会をかけ、1福祉事務所内で1被保護者が
複数の資格情報を持つことの懸念事項等を踏まえ、対応案の検討を進める。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.10 複数の公費負担者番号を利用している福祉事務所
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当該運用は東京都の独自運用である認識。

ベンダへの質問事項 ベンダ回答

① 区費/都費分に応じて公費負担者番号を使
い分ける（生活保護法第73条）対応は、
東京都以外の福祉事務所でも同様の運用
が行われているのでしょうか。

② どのような時に2つの公費負担者番号を使い
分けるのでしょうか（その場合、具体的にどの
ような被保護者が対象者になりますでしょうか。
また、対象となる被保護者の個人番号は把
握できますでしょうか。）※もし、氏名・生年
月日・住所等の基礎情報が把握できない被
保護者が対象となる場合、個人番号を取得
できず、結果オン資の対象外となる運用
（紙の医療券の発行対象）を考慮していま
す。

③ 当該運用の1福祉事務所での発生頻度はど
の程度でしょうか（年に数回など）。

④ 区費/都費分に応じて公費負担者番号を使
い分ける場合、1つの医療券/調剤券に2つ
の公費負担者番号を登録する、又は別々の
医療券/調剤券に公費負担者番号を1つず
つ登録する、どちらで運用されているのでしょう
か。

⑤ 区費分の受給者番号、都費分の受給者番
号という形で、1被保護者に対して複数の受
給者番号が払い出されるのでしょうか。

① 東京都以外での運用は行われていないかと思われます。公費負担者番号の一覧を確認
いただければ２種類保持している事務所が把握できるかと思います。なお、弊社は東京都
のみと認識しておりますが、弊社にて全国的に確認した状況ではありません。
⇒（X社にて）東京都の独自運用を確認。

② 弊社生活保護システムを導入いただいている東京都の自治体様内の運用では73条該当
者が対象となります。73条の該当者としましては、法律上以下の対象が該当なります。
1.居住地がないか，又は明らかでない被保護者
2.宿所提供施設又は児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設にある被保
護者
上記に定める対象者となるため、個人番号は把握可能な対象者並びに個人番号自体が
不明の対象者が混在していると認識しています。
⇒個人番号が把握可能な被保護者も対象となる。

③ 正確な数字は福祉事務所様側が把握されているかと思いますが、弊社の推測では医療
券毎となるため、世帯数の多い事務所様では月に数件～数十件程度だと思われます。
（７３条該当者の医療の受診数となります。）
⇒ある程度の実件数が存在する（超レアケースではない）。

④ 後記されている「別々の医療券/調剤券に公費負担者番号を1つずつ登録する」方式で
運用されておられます。
⇒データ項目は現在の想定から変更不要である認識。

⑤ 現行で受給者番号の固定方式を採用されている場合は、１被保護者に対して１つの受
給者番号となります。※１被保護者の開始から廃止までの期間に対して１つの受給者番
号となります。同じ個人が開始・廃止を繰り返している場合は、複数受給者番号を払い出
しをする場合もございます。
⇒公費負担者番号と受給者番号に特別な関係性はない認識。

自治体ベンダへの質問・回答内容

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.10 複数の公費負担者番号を利用している福祉事務所
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東京都の一部の福祉事務所では、生活保護の公費負担者番号を複数もつ運用が行われている。

生活保護法実施機関(福祉事務所)・公費負担者番号 一覧表
URL：https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/hogo/kaigokikan/shiori.files/4shiori-madoguchi.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.10 複数の公費負担者番号を利用している福祉事務所
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当該運用に該当する被保護者数は、1万人に達しない程度。

厚生労働省_令和元年社会福祉施設等調査の概況（総括表）
URL：https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/19/dl/soukatsu.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.10 複数の公費負担者番号を利用している福祉事務所
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目

項番 検討事項 対応案

2.3.11 資格情報、医療券/調剤券情報の登録時
に、どのデータ項目を必須項目、又は任意
項目とするか。

• 傷病名・自己負担額などは任意項目としつつ、公費負担者番号・受給者
番号・氏名・委託先医療機関等などを必須項目とする想定。

• データ項目の整理と併せて、登録時必須/任意、医療機関等での表示要
否、及び未委託の医療機関等での閲覧可否を整理。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果
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医療扶助のオン資においては、福祉事務所→医療保険者等向け中間サーバー等に対して、加入者基本情報・加入者資格情報・医
療券/調剤券情報の構成でデータ登録を行う。

医療保険者等向け中間サーバー等におけるデータ管理のイメージ

加入者資格情報

保険者番号 00000001

資格取得日 2015/4/1

資格喪失日 2018/3/31

・・・

被保険者証情報

・・・

高齢受給者証情報

・・・

限度額適用認定証関連情報

・・・

特定疾病療養受療証情報

・・・

加入者資格情報

公費負担者番号 12000001

資格取得日 2015/4/1

資格喪失日 2018/3/31

・・・

医療券情報

・・・

<医療保険の構成>

<医療扶助の構成>

調剤券情報

・・・

加入者基本情報

被保険者枝番 00001

個人番号 12345

氏名(券面記載) 中間 一郎

・・・

加入者基本情報

ー ー

個人番号 12345

氏名(券面記載) 中間 一郎

・・・

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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医療扶助の加入者基本情報のデータ項目については、医療保険のオン資のデータ項目をそのまま踏襲する。

医療扶助の加入者基本情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

1 氏名（券面記載） 既存システムが、保険者等へ届出された券面記載の氏名
を設定する。氏名（券面記載）を登録、または更新する
場合に設定する。

〇 〇 〇

2 氏名（券面記載）
（カナ）

既存システムが、保険者等へ届出された券面記載の氏名
の読み仮名を設定する。氏名（券面記載）（カナ）を
登録、または更新する場合に設定する。

〇 〇 〇

3 氏名（その他） 券面記載氏名とは別の氏名が届出されている場合に既
存システムが、氏名(その他)を設定する。
券面記載氏名が通称名の場合の本名等を把握していれ
ば設定し、また加入者から、氏名（その他）の登録を希
望する旨の申し出がある場合に設定する。

〇 〇

4 氏名（その他）（カ
ナ）

券面記載氏名とは別の氏名が届出されている場合に既
存システムが、氏名(その他)（カナ）を設定する。
券面記載氏名が通称名の場合の本名等を把握していれ
ば設定し、また加入者から、氏名（その他）（カナ）の
登録を希望する旨の申し出がある場合に設定する。

〇 〇

5 性別1 既存システムが、加入者基本情報の性別1を設定する。
1:男性
2:女性
3:未設定

〇 〇 〇

6 性別2 「平成24年9月21日事務連絡 被保険者証の性別表
記について」に基づく取り扱いを実施している場合に既存シ
ステムが性別2を設定する。
1:男性
2:女性

〇 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

7 生年月日 既存システムが、加入者基本情報の生年月日を設定す
る。

〇 〇 〇

8 住所 既存システムが、加入者基本情報の住所を設定する。
自衛官（国たる保険者）の場合、営外者は住所（居
所）、営内者は部隊所在地を登録する。

〇 〇

9 郵便番号 既存システムが、加入者基本情報の住所に対する郵便
番号を設定する。

〇 〇

10 市町村コード 既存システムが、加入者基本情報の市町村コードを設定
する。
総務省が提供している市町村コードを使用する。

（オン資システ
ムには連携）

11 アクセスグループコード 既存システムが、加入者情報のアクセスグループコードを設
定する。
アクセスグループによるアクセス制御が不要な場合はALLゼ
ロ（＝0詰めしたコード値）を設定する。

12 身分 既存システムが、加入者基本情報の身分を設定する。
1:営外者
2:営内者

〇 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

13 加入者区分コード (被扶養者認定や世帯収入を合算した保険料の算定事
務においては、加入予定者（被扶養者認定中の者）や
加入者の世帯員など、加入者以外の者の加入者登録及
び情報照会が必要。この加入者以外の者と加入者を区
別するためのコード)
0:加入者
⇒保険者で加入者（被保険者、被扶養者）として登録
する者に設定
1:加入予定者
⇒被扶養者の認定で、まだ加入者ではないが、所得情報
の照会等で登録する必要
がある場合に設定
2:加入者の世帯員
⇒世帯内の収入等を把握するために、加入者ではないが
登録する必要がある場合に設定
※「0:加入者」のみをオンライン資格確認への連携対象と
する。

〇

14 世帯識別番号 既存システムが、加入者基本情報の世帯識別番号を設
定する。
情報照会時の世帯での並び替えや、国保組合においては
加入者と加入予定者に世帯識別番号を設定することで
市町村国保加入状況を確認することができる。

⇒医療保険と同じファイルレイアウトを利用するため、医療扶助のオン資において“不要”のデータ項目についても、項目としては残
したままデータ登録を行う想定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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医療扶助の加入者資格情報のデータ項目については、医療保険のオン資のデータ項目を基調としつつ、一部のデータ項目を変更する
想定。

医療扶助の加入者資格情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等
での表示要

否

未委託での
表示要否

1 自治体/福祉事務所名 既存システムが、自治体/福祉事務所名を設定する。 〇 〇 〇

2 保険者番号
公費負担者番号

既存システムが、公費負担者番号を設定する 〇 〇

3 被保険者証記号・番号・枝番
受給者番号

既存システムが、受給者番号を設定する。 〇 〇

4 単独・併用別 既存システムが、単独・併用別を設定する。
01:単独（生活保護法単独）
02:併用（医療保険や他の公費負担との併用）

〇 〇

5 資格取得年月日
（保護開始日/保護再開日）

既存システムが、資格取得年月日を設定する。 〇 〇 〇

6 資格喪失年月日
（保護停止日/廃止日）

既存システムが、資格喪失年月日を設定する 〇 〇

7 資格喪失事由 既存システムが、資格喪失事由を設定する。
01:死亡（※死亡による保護廃止時）
02:生活保護受給開始（※医療扶助では使用しない）
03:医療保険等の資格取得（※医療保険者等の取得に伴う
保護の廃止/停止時）
99:その他

〇 〇

ー 本人家族の別 既存システムが、本人・家族の別を設定する
1:本人
2:家族

※項目削除

ー 被保険者氏名 既存システムが、被保険者氏名を設定する。 ※項目削除

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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医療扶助のオン資の医療券/調剤券情報のデータ項目については、医療保険のオン資の被保険者証等情報のデータ項目とは大きく異
なる想定。

医療扶助の医療券/調剤券情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

1 被保険者証区分 既存システムが、被保険者証区分を設定する。
01:被保険者証（一般）
02:被保険者証（退職）
03:短期被保険者証（一般）
04:短期被保険者証（退職）
05:被保険者資格証明書
06:特例退職被保険者証
07:自衛官診療証
08:生活保護の医療券/調剤券

〇 〇

2 医療券/調剤券別 既存システムが、医療券/調剤券別を設定する。
01:医療券
02:調剤券

〇 〇

3 公費負担者番号 既存システムが、公費負担者番号を設定する 〇 〇

4 受給者番号 既存システムが、受給者番号を設定する。 〇 〇

5 交付番号 既存システムが、交付番号を設定する。 〇

6 診療年月 既存システムが、被保護者が診療を受ける年月を設定す
る。

〇 〇

7 有効開始年月日 既存システムが、有効開始年月日を設定する。 〇 〇

8 有効終了年月日 既存システムが、有効終了年月日を設定する。 〇 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

9 氏名 既存システムが、氏名を設定する。 〇 〇

10 性別 既存システムが、性別を設定する。
1:男性
2:女性
3:未設定

〇 〇

11 生年月日 既存システムが、生年月日を設定する。 〇 〇

12 居住地 既存システムが、居住地を設定する。 〇 〇

13 指定医療機関コード 既存システムが、被保護者を委託する指定医療機関コー
ドを設定する。
※医療券の場合医科歯科（登録必須）を、調剤券の
場合薬局（登録任意）を設定

※医療券〇 〇

14 指定医療機関名 既存システムが、被保護者を委託する指定医療機関名
を設定する。
※医療券の場合医科歯科（登録必須）を、調剤券の
場合薬局（登録任意）を設定

※医療券〇 〇

15 処方箋発行元医療
機関コード

既存システムが、処方箋発行元医療機関コードを設定す
る。
※医療券の場合登録不要、調剤券の場合医科歯科
（登録必須）を設定

※調剤券〇 〇

16 処方箋発行元医療
機関名

既存システムが、処方箋発行元医療機関名を設定する。
※医療券の場合登録不要、調剤券の場合医科歯科
（登録必須）を設定

※調剤券〇 〇

17 傷病名1 既存システムが、傷病名を設定する。 〇

18 傷病名2 #17と同様。 〇

19 傷病名3 #17と同様。 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

20 診療別 既存システムが、診療別を設定する。
※複数選択可能
01:入院
02:入院外
03:歯科
04:調剤
05:訪問看護

〇

21 本人支払額（自己
負担額）

既存システムが、本人支払額を設定する。 〇

22 地区担当員名 既存システムが、医療券/調剤券作成後内容点検を行っ
た地区担当員名を設定する。

〇 〇

23 取扱担当者名 既存システムが、医療券/調剤券交付事務取扱責任者
名(医療事務担当者名)を設定する。

〇 〇

24 自治体/福祉事務所
名

既存システムが、自治体/福祉事務所名を設定する。 〇 〇

25 役職名 既存システムが、福祉事務所長（役職名）を設定する。
（例：○○福祉事務所長）

〇 〇

26 氏名 既存システムが、福祉事務所長の氏名を設定する。 〇 〇

ー 福祉事務所長印 ー ※項目削除

27 社会保険状況 既存システムが、社会保険の該当有無を設定する。
01:あり（健保組合）
02:あり（共済組合）
03:なし

〇 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須 医療機関等で
の表示要否

未委託での表
示要否

28 保険者番号 既存システムが、保険者番号を設定する 〇

29 被保険者証記号 既存システムが、被保険者証記号を設定する。 〇

30 被保険者証番号 既存システムが、被保険者証番号を設定する。 〇

31 被保険者枝番 既存システムが、受給者番号を設定する。 〇

32 感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律第
37条の2の該当状況

既存システムが、左記の該当有無を設定する。
01:あり
02:なし

〇 〇

33 後期高齢者医療の該
当状況

既存システムが、左記の該当有無を設定する。
01:あり
02:なし

〇 〇

34 都道府県費の該当状
況

既存システムが、左記の該当有無を設定する。
01:あり
02:なし

〇 〇

35 ケース番号 既存システムが、被保護者のケース番号を設定する。 〇

36 世帯員番号 既存システムが、被保護者の世帯員番号を設定する。 〇

37 備考1 既存システムが、前記以外の他法の名称及び傷病名を
設定する。

〇

38 備考2 #37と同様。 〇

39 備考3 #37と同様。 〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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システム基本情報部のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須

1 レコード識別番号 既存システムが、加入者情報の処理単位で一意となる
レコード識別番号を設定する。

〇

2 レコード種別コード 既存システムが、医療保険者等向け中間サーバーに要
求する処理のレコード種別コードを設定する。
SD:加入者基本情報レコード
IC:情報提供に関する制御情報レコード
SH:加入者基本情報変更履歴レコード
QD:加入者資格情報レコード
II:被保険者等証情報レコード
XX:医療券/調剤券情報レコード
EI:高齢受給者証情報レコード
LI:限度額適用認定証関連情報レコード
SI:特定疾病療養受療証情報レコード
ND:加入者削除・個人番号変更情報レコード

〇

3 処理種別コード 既存システムが、医療保険者等向け中間サーバーに要
求する処理の処理種別コードを設定する。
11:加入者情報の登録
12:加入者情報のレコード種別単位更新
13:加入者情報の全体更新
14:加入者情報のレコード種別単位削除
15:加入者情報の削除
16:個人番号の訂正

〇

4 保険者コード 既存システムが、処理を行う医療保険者等を識別する
保険者コードを設定する。
加入者情報を登録する区画等を制御するためのコード
であり、中間サーバから払い出したコードを設定する。

〇

資格情報、医療券/調剤券情報の登録時に連携する、その他のデータ項目を以降に整理。
※医療保険のオン資と同じファイルレイアウトを活用予定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須

5 被保険者枝番 既存システムが、処理を行う加入者を識別する被保険
者枝番を設定する。
加入者の情報を更新、または削除する場合に設定。

※医療扶助は設定不要。

6 個人番号 既存システムが、処理を行う加入者を識別する個人番
号を設定する。
個人番号を登録、更新、または訂正する場合に設定し、
個人番号を更新、または訂正する場合は更新する前の
個人番号を設定する。

以下の場合は、必須とする。
・処理種別コードが「11:加入者情報の登
録」の場合
・処理種別コードが「12:加入者情報のレ
コード種別単位更新」かつ個人
番号を変更する場合
・処理種別コードが「13:加入者情報の全
体更新」の場合かつ個人番号を
変更する場合
・処理種別コードが「16:個人番号の訂
正」の場合

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須

7 更新後個人番号 既存システムが、処理を行う加入者を識別する個人番
号を設定する。
個人番号を更新、または訂正する場合に設定する。更
新または訂正する後の個人番号を設定する。

以下の場合は、必須とする。
・処理種別コードが「12:加入者情報のレ
コード種別単位更新」かつ個人番号を変
更する場合
・処理種別コードが「13:加入者情報の全
体更新」の場合かつ個人番号を変更する
場合
・処理種別コードが「16:個人番号の訂
正」の場合

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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情報提供に関する制御情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須

1 自己情報提供不可
フラグ

既存システムが、自己情報提供不可フラグを設定する。

0:提供可能
1:提供不可
2:既に設定している値を優先(更新しない)

※「2:既に設定している値を優先(更新しない)」を設定
した場合、中間サーバーで管理している値を優先し、本
インターフェイスによる更新は行わない。

〇

2 特定健診情報提供に係る本
人同意フラグ

既存システムが、加入者本人に確認し、前保険者が収
集している特定健診情報を現保険者へ提供することへ
の同意有無として設定する。

0:同意未取得または加入者インターフェイスでは連携し
ない
1:同意する
2:同意しない

〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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# データ項目 項目説明 登録時必須

3 特定健診情報提供に係る本
人（不）同意取得日

既存システムが、前保険者が収集している特定健診情
報を現保険者へ提供することに対して、加入者本人が
同意した日又は同意しなかった日を設定する。

以下の場合は、必須とする。
・特定健診情報提供に係る本人同意フラ
グが「1:同意する」の場合
・特定健診情報提供に係る本人同意フラ
グが「2:同意しない」の場合
「0：同意未取得または加入者インタフェー
スでは連携しない」を設定す
る場合、中間サーバーには以下の通り登録
される。
・中間サーバーに未登録（加入者登録な
し）の場合本項目の値とする。
・中間サーバーに「1:同意する」または「2:
同意しない」が登録されている場合既に登
録されている「特定健診情報提供に係る
本人（不）同意取得日」の値を保持する。

4 不開示該当フラグ 既存システムが、不開示該当フラグを設定する。

0:開示
1:不開示
2:既に設定している値を優先(更新しない)

※「2:既に設定している値を優先(更新しない)」を設定
した場合、中間サーバー
で管理している値を優先し、本インターフェイスによる更
新は行わない。

〇

前頁の続き。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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加入者基本情報の変更履歴のデータ項目

# データ項目 項目説明 登録時必須

1 変更年月日 既存システムが、加入者基本情報の各種項目（下記
#2~#11）の変更を行った年月日を設定する。

〇

2 氏名（券面記載） 加入者基本情報の氏名（券面記載）が変更となる場
合、既存システムが変更前の情報を設定する。

3 氏名（券面記載）（カナ） 加入者基本情報の氏名（券面記載）（カナ）が変
更となる場合、既存システムが変更前の情報を設定す
る。

4 氏名（その他） 加入者基本情報の氏名（その他）が変更となる場合、
既存システムが変更前の情報を設定する。

5 氏名（その他）
（カナ）

加入者基本情報の氏名（その他）（カナ）が変更と
なる場合、既存システムが変更前の情報を設定する。

6 性別1 加入者基本情報の性別1が変更となる場合、既存シス
テムが変更前の情報を設定する。

1:男性
2:女性
3:未設定

7 性別2 加入者基本情報の性別2が変更となる場合、既存シス
テムが変更前の情報を設定する。

1:男性
2:女性

加入者基本情報の変更履歴につきましては、連携を任意とする運用を想定しております。（連携しない場合の影響（制約事項等）
を医療保険者等向け中間サーバー等ベンダに照会したところ、特に影響はないとの返答あり。）

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果
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前頁の続き。

# データ項目 項目説明 登録時必須

8 生年月日 加入者基本情報の生年月日が変更となる場合、既存
システムが変更前の情報を設定する。

9 住所 加入者基本情報の住所が変更となる場合、既存システ
ムが変更前の情報を設定する。

10 郵便番号 加入者基本情報の郵便番号が変更となる場合、既存
システムが変更前の情報を設定する。

11 市町村コード 加入者基本情報の市町村コードが変更となる場合、既
存システムが変更前の情報を設定する。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果



.

30

次年度Q1における医療保険者等向け中間サーバー等の外部IF仕様書の作成を見据え、資格情報、及び医療券/調剤券情報のデ
ータ項目の詳細を整理。
⇒必須項目、任意項目の仕分けが肝要である想定。

検討事項・対応方針

検討事項 • 資格情報、医療券/調剤券情報のデータ項目、及び必須/任意の仕分けをどうするか。

背景/対応方針

＜背景＞

• 次年度Q1で医療保険者等向け中間サーバー等の外部IF仕様書を作成するために、なるべく早めにデータ項目を固め
る必要がある。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 医療保険の外部IF仕様書に沿って、医療扶助の資格情報、医療券/調剤券情報のデータ項目を整理する。

• 必須/任意の項目を（仮）で仕分け、PJT内で摺合せる。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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医療扶助の加入者基本情報のデータ項目については、医療保険のオン資のデータ項目をそのまま襲する。

⇒医療保険と同じファイルレイアウトを利用するため、医療扶助のオン資において“不要”のデータ項目についても、項目としては残したま
まデータ登録を行う想定。

医療扶助の加入者基本情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

ー 個人番号 ー（キー情報） 〇

1 氏名（券面記載） 既存システムが、保険者等へ届出された券面記載の氏名を設定する。
氏名（券面記載）を登録、または更新する場合に設定する。

〇

2 氏名（券面記載）（カナ） 既存システムが、保険者等へ届出された券面記載の氏名の読み仮名を設定
する。
氏名（券面記載）（カナ）を登録、または更新する場合に設定する。

3 氏名（その他） 券面記載氏名とは別の氏名が届出されている場合に既存システムが、氏名
(その他)を設定する。
券面記載氏名が通称名の場合の本名等を把握していれば設定し、また加
入者から、氏名（その他）の登録を希望する旨の申し出がある場合に設定
する。

（不要）

4 氏名（その他）（カナ） 券面記載氏名とは別の氏名が届出されている場合に既存システムが、氏名
(その他)（カナ）を設定する。
券面記載氏名が通称名の場合の本名等を把握していれば設定し、また加
入者から、氏名（その他）（カナ）の登録を希望する旨の申し出がある場
合に設定する。

（不要）

5 性別1 既存システムが、加入者基本情報の性別1を設定する。
1:男性
2:女性
3:未設定

〇

6 性別2 「平成24年9月21日事務連絡 被保険者証の性別表記について」に基づく
取り扱いを実施している場合に既存システムが性別2を設定する。
1:男性
2:女性

（不要）

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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前頁の続き。

医療扶助の加入者基本情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

7 生年月日 既存システムが、加入者基本情報の生年月日を設定する。 〇

8 住所 既存システムが、加入者基本情報の住所を設定する。
自衛官（国たる保険者）の場合、営外者は住所（居所）、営内者は部
隊所在地を登録する。

9 郵便番号 既存システムが、加入者基本情報の住所に対する郵便番号を設定する。

10 市町村コード 既存システムが、加入者基本情報の市町村コードを設定する。
総務省が提供している市町村コードを使用する。

11 アクセスグループコード 既存システムが、加入者情報のアクセスグループコードを設定する。
アクセスグループによるアクセス制御が不要な場合はALLゼロ（＝0詰めした
コード値）を設定する。

〇

12 身分 既存システムが、加入者基本情報の身分を設定する。
1:営外者
2:営内者

（不要）

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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前頁の続き。

医療扶助の加入者基本情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

13 加入者区分コード (被扶養者認定や世帯収入を合算した保険料の算定事務においては、加入
予定者
（被扶養者認定中の者）や加入者の世帯員など、加入者以外の者の加
入者登録及
び情報照会が必要。この加入者以外の者と加入者を区別するためのコード)
0:加入者
⇒保険者で加入者（被保険者、被扶養者）として登録する者に設定
1:加入予定者
⇒被扶養者の認定で、まだ加入者ではないが、所得情報の照会等で登録
する必要
がある場合に設定
2:加入者の世帯員
⇒世帯内の収入等を把握するために、加入者ではないが登録する必要があ
る場合
に設定
※「0:加入者」のみをオンライン資格確認への連携対象とする。

〇

14 世帯識別番号 既存システムが、加入者基本情報の世帯識別番号を設定する。
情報照会時の世帯での並び替えや、国保組合においては加入者と加入予
定者に世帯識別番号を設定することで市町村国保加入状況を確認すること
ができる。

（不要）

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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医療扶助の加入者資格情報のデータ項目については、医療保険のオン資のデータ項目を基調としつつ、一部のデータ項目に変更が必
要になる想定。

⇒資格喪失事由の“選択項目”については、支払基金ベンダに当該データ項目の活用状況を確認しつつ、必要に応じて“選択項目”
を追加予定。

医療扶助の加入者資格情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

ー 個人番号 〇

1 福祉事務所名 被保護者が属する福祉事務所名を設定する。 〇

2 保険者番号
公費負担者番号

既存システムが、保険者番号を設定する
後期高齢者医療では、都道府県の保険者番号とする。
市町村国保の場合は、一般の保険者番号とする。

〇

3 被保険者証記号・番号・枝番
受給者番号

既存システムが、被保険者証番号を設定する。
一部の保険者において、資格の得喪を発生させずに被保険者証記号番号
を変更する場合は、最新の被保険者証番号とする。

〇

4 資格取得年月日（保護開始日） 既存システムが、資格取得年月日を設定する。 〇

5 資格喪失年月日（保護停止日、廃止
日）

既存システムが、資格喪失年月日を設定する

6 資格喪失事由 既存システムが、資格喪失事由を設定する。
01:死亡
02:生活保護受給開始
03:医療保険の資格取得
04:保護の停止
99:その他

7 本人家族の別 既存システムが、本人・家族の別を設定する
1:本人
2:家族

(削除)

8 被保険者氏名 既存システムが、被保険者氏名を設定する。 (削除)

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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“医療券等の記載要領”に記載された医療券/調剤券のデータ項目は以下の通り。

生活保護法による医療券等の記載要領

厚生労働省 生活保護法による医療券等の記載要領について
URL：https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8480&dataType=1&pageNo=1

生活保護法による医療券等の記載要領

一 医療券の作成

(一) 「医療券・調剤券」の調剤券の文字を抹消すること。

(二) 診療年月「令和 年 月分」欄には、被保護者が診療を受ける年月を記載すること。この場合、医療券は暦月を単位として発行するものであることに留意すること。

(三) 「公費負担者番号」欄には、医療券発行福祉事務所の所定の番号八桁を記載すること。

(四) 「受給者番号」欄には、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものとすること。

受給者区分には、被保護者(又は被保護世帯)毎に固定化した番号(以下「固定番号」という。)を使用しないこと。ただし、診療報酬明細書等と医療券交付処理簿を照合するために固定番号とする必要がある場合には、固定番号を使用しても差し支
えないこと。

検証番号は、「保険者番号等の設定について」(昭和五一年八月七日保発第四五号、庁保発第三四号厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁医療保険部長通知)により設定すること。

(五) 「有効期間」欄には、診療の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それにより有効期間を記載すること。

(六) 「氏名」欄には、被保護者の姓名を記載すること。

なお、電子計算機により医療券を作成する場合で例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用するときは、姓と名の間にスペースをとること。

(七) 「男・女」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

なお、被保護者本人から戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保護の実施機関が判断した場合は、欄外又は裏面を含む医療券全体として、戸籍上の性別が指定医療機関で容易に確認できるよう配慮すれば、
性別の表記方法を工夫しても差し支えない。

(八) 「明・大・昭・平・令 年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。

なお、一歳に満たない者(ただし、社会保険等他法給付のある患者については六歳に満たない者)についてのみ生まれた月を次の例により記載すること。

例(平成二六年二月生まれの場合)

明・大・昭・((平))・令二六年二月生

(九) 「居住地」欄には、被保護者の居住地を記載すること。

(一〇) 「指定医療機関名」欄には、被保護者を委託する指定医療機関名を記載すること。

(一一) 「傷病名」欄には、医療要否意見書等記載の傷病名(歯科の場合は、「傷病名又は部位」)を記載し、傷病届により医療券を発行するときは、「備考」欄に被保護者の症状を記載すること。

なお、被保険者の資格喪失後における継続療養の給付期間中に発生した傷病については、社会保険の給付は行われないので、その傷病名及びその旨を「備考」欄に記載すること。

(一二) 「診療別」欄は、該当する文字を○で囲むこと。

(一三) 「本人支払額」欄は、福祉事務所長が医療券を発行する際に記載すること。

なお、本人支払額を記載する場合においては、当該本人支払額に一〇円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額がない場合はその欄に斜線を引くこと。

(一四) 「地区担当者名」欄には、医療券作成後内容点検を行った地区担当員名を記載すること。

(一五) 「取扱担当者名」欄には、医療券交付事務取扱責任者名(医療事務担当者名)を記載すること。

(一六) 「福祉事務所長印」欄には、医療券発行福祉事務所の名称を記載した上所長印を押印すること。

(一七) 「社会保険(健は健康保険、共は共済組合を示す。)、結核予防法第三四条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条」の欄は、該当する文字を○で囲むとともに、「その他」の欄には、前記以外の他法の名称及び傷病名を
記載すること。

二 調剤券の作成

(一) 「医療券・調剤券」の医療券の文字を抹消すること。

(二) 「指定医療機関名」欄には、調剤を委託する指定薬局名を記載し、その下に処方せんを発行した医療機関名を括弧書きで記載すること。

(三) 前記のほか、医療券の記載要領の(二)から(九)まで及び(一二)から(一七)までと同様であること。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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医療扶助のオン資の医療券/調剤券情報のデータ項目については、医療保険のオン資の被保険者証等情報のデータ項目とは大きく異
なる想定。

⇒現行の医療券/調剤券に記載されているデータ項目のうち、加入者基本情報、又は加入者資格情報に登録されるデータ項目は登
録対象外とする想定。

医療扶助の医療券/調剤券情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

ー 個人番号 〇

1 被保険者証区分 既存システムが、被保険者証区分を設定する。
01:被保険者証（一般）
02:被保険者証（退職）
03:短期被保険者証（一般）
04:短期被保険者証（退職）
05:被保険者資格証明書
06:特例退職被保険者証
07:自衛官診療証
08:生活保護の医療券/調剤券

〇

2 医療券/調剤券別 既存システムが、医療券/調剤券別を設定する。
01:医療券
02:調剤券

〇

3 公費負担者番号 既存システムが、保険者番号を設定する
後期高齢者医療では、都道府県の保険者番号とする。
市町村国保の場合は、一般の保険者番号とする。

〇

4 受給者番号 既存システムが、被保険者証番号を設定する。
一部の保険者において、資格の得喪を発生させずに被保険者証記号番号
を変更する場合は、最新の被保険者証番号とする。

〇

5 診療年月 被保護者が診療を受ける年月を記載すること。この場合、医療券は暦月を
単位として発行するものであることに留意すること。

〇

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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前頁の続き。

医療扶助の医療券/調剤券情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

6 有効期間（有効開始年月日） 診療の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それにより有効期間
を記載すること。

〇

7 有効期間（有効終了年月日） 診療の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それにより有効期間
を記載すること。

〇

8 単独・併用別 既存システムが、単独・併用別を設定する。
01:単独（生活保護法単独）
02:併用（医療保険(国民健康保険を除く)や他の公費負担との併用）

〇

9 氏名 (削除)

10 性別（男・女） (削除)

11 居住地 (削除)

12 指定医療機関コード 被保護者を委託する指定医療機関コードを記載すること。 医療券〇

13 指定医療機関名 被保護者を委託する指定医療機関名を記載すること。 医療券〇

14 処方箋発行元医療機関コード 処方箋発行元医療機関コードを記載すること。 調剤券〇

15 処方箋発行元医療機関名 処方箋発行元医療機関名を記載すること。 調剤券〇

16 傷病名1
⇒自治体ベンダとの打合せ内容を踏ま
え、任意項目とする想定。

医療要否意見書等記載の傷病名(歯科の場合は、「傷病名又は部位」)を
記載し、傷病届により医療券を発行するときは、「備考」欄に被保護者の症
状を記載すること。
なお、被保険者の資格喪失後における継続療養の給付期間中に発生した
傷病については、社会保険の給付は行われないので、その傷病名及びその旨
を「備考」欄に記載すること。

17 傷病名2

18 傷病名3

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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前頁の続き。

医療扶助の医療券/調剤券情報のデータ項目

# データ項目 項目説明 必須（〇）

19 診療別
⇒複数選択されるか。
⇒自治体ベンダとの打合せ内容を踏ま
え、任意項目とする想定。

該当する文字を○で囲むこと。
01:入院
02:入院外
03:歯科
04:調剤
05:訪問看護（訪問看護のオン資開始まで対象外）

〇

20 本人支払額（自己負担額）
⇒自治体との打合せ内容を踏まえ、任
意項目とする想定。

福祉事務所長が医療券を発行する際に記載すること。
なお、本人支払額を記載する場合においては、当該本人支払額に一〇円
未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額がない場合はそ
の欄に斜線を引くこと。

21 地区担当員名 医療券作成後内容点検を行った地区担当員名を記載すること。 〇

22 取扱担当者名 医療券交付事務取扱責任者名(医療事務担当者名)を記載すること。 〇

23 福祉事務所長印 （削除）

24 備考1（社会保険）
⇒健・共で分けてよいか。
⇒その他の項目も必要か。

該当する文字を○で囲むこと。
01:あり（健）
02:あり（共）
03:あり（その他）※自由記載
04:なし

〇

25 備考2（感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律第37
条の2）

該当する文字を○で囲むこと。
01:あり
02:なし

〇

26 備考3（その他）
⇒備考4、5も必要か。

「その他」の欄には、前記以外の他法の名称及び傷病名を記載すること。

27 交付番号

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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生活保護システム標準化仕様の検討内容に則り、交付番号も医療券/調剤券情報のデータ項目に含む想定。

東京都福祉保健局生活福祉部_生活保護法及び中国残留邦人等支援法 指定医療機関のしおり
URL：https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/hogo/iryokikan.files/iryo0303.pdf

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.11 資格情報・医療券/調剤券情報等のデータ項目 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討経緯
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果
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WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.12 福祉事務所→医療保険者等向け中間
サーバー等に対するデータ連携について、ベ
ンダ単位でデータ連携が可能か。
※生活保護システム → ベンダ環境 →
医療中間サーバー等

• オンプレのレセプト管理システムを利用する福祉事務所では、福祉事務所
単位でデータ連携を行う。

• クラウドのレセプト管理システムを利用する福祉事務所ではベンダ環境から
の接続・データ連携を基調とする想定。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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生活保護システムベンダにおいては、現在データ連携のハブとなる環境がないため、改修規模/費用共に増加する認識。一方で、クラウド
版レセプト管理システムを利用している福祉事務所では、実現可能性が高い認識。
ベンダの一時環境（領域）で個人番号を含むデータを管理することに対する自治体の反応に配慮する必要がある認識。

照会事項 回答

サーバー間連携によって資格情報等を登録する場合、
ベンダ単位でデータ連携可能かご教示いただけないで
しょうか。
※生保システム → ベンダ環境 → 医療中間

サーバー等

＜C社＞
• LGWAN上でデータを一時管理するための環境を持っていない。
• 複数の自治体のデータを集約する新規環境にデータを置くことを嫌がる自治体も存

在する認識。
⇒（X社の認識）クラウド版の生活保護システムを利用している自治体も存在し、
且つガバメントクラウド上でのデータ管理も今後推進されることから、ノックアウト要件
には該当しない想定。

＜D社＞
• レセプト管理システムベンダ（クラウド）の観点で見ると望ましい方式であり、実現可

能性もある。
• 一方で、データ量の増大に伴う回線の増強等の対応が必要になる想定。
＜B社＞
• 現在はベンダ環境に該当する環境がないため、新規で構築が必要。
• 当該対応を行う場合、改修規模/費用共に増加する想定。
• 自治体がベンダ環境にデータ管理されることを懸念すると思われる。
＜E社＞
• 現在はベンダ環境に該当する環境がないため、新規で構築が必要。
• 当該対応を行う場合、改修規模/費用共に増加する想定。
• ベンダ環境でデータ管理することに自治体が抵抗する可能性が高い。
＜A社＞
• 現在はベンダ環境に該当する環境がないため、新規で構築が必要。
• 当該対応を行う場合、改修規模/費用共に増加する想定。
• 生活保護システムの導入パッケージ（契約先）変更時の対応に漠然とした懸念あり。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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新規でネットワークを敷設するコストを削減するため、レセプト管理システムとオンライン請求システムが接続する既存のネットワークを最大
限活用する。
特定通信の制御を施すことで、生活保護システム/統合専用端末→医療保険者等向け中間サーバー等に対して、個人番号及び資格
情報等を連携する。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

LGWAN接続系

個人番号利用事務系

福祉事務所 支払基金・中央会

生活保護システム/
統合専用端末

レセプト管理システム

医療保険者等向け
中間サーバー等

オンライン資格確認等
システム

オンライン請求システム

FW IP-VPN

マイナン
バーネット
ワーク等

生活保護システム/
統合専用端末内のデータ

・個人番号
・資格情報等

ルータ LGWAN

【ポイント④】
生活保護システム→医療保険者
等向け中間サーバー等に対して、
特定通信の制御を施し、他の別シ
ステム等に接続しない仕様として、
個人番号及び資格情報等を連携
する。

【ポイント②】
生活保護システムは、
新たにレセプト管理シ
ステムのネットワーク
に接続する。

【ポイント①】
• 生活保護システムから連携する場合

はサーバー間連携を基調としつつ、統
合専用端末による連携も可能とする。

【ポイント③】
生活保護システムはレセプト管理シ
ステムが利用している既存のネット
ワーク（LGWAN→IP-VPN）に
接続するものの、生活保護システム
⇔レセプト管理システムは直接接続
しない。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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現行、クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所においては、レセプト用端末を利用して、レセプト管理システム環境内のレ
セプト情報を閲覧している。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

レセプト用データDB

福祉事務所：A

福祉事務所：A

福祉事務所：B

福祉事務所 レセプト管理システム環境 支払基金・中央会

レセプト用端末

レセプト用端末

オンライン請求システム

LGWAN

レセ情報：a

IP-VPN

福祉事務所：B

レセ情報：b

FW/ルータ

福祉事務所：A

レセ情報：a

福祉事務所：B

レセ情報：b

（AsIs）クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所

FW/ルータ

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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オン資導入後（サーバー間連携） 、クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所においては、生活保護システム→（
LGWAN）→レセプト管理システム環境に医療券情報等を連携し、その後、レセプト管理システム環境→（IP-VPN・マイナンバーネッ
トワーク）→医療保険者等向け中間サーバー等に対してレセプト管理システム環境から纏めてデータ連携を行う想定。
※但し、レセプト管理システム環境→医療保険者等向け中間サーバー等の接続用ネットワークIDは福祉事務所単位。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

（ToBe）クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所_生活保護システム

オン資用データDB
(一時領域)

福祉事務所：A

福祉事務所：A

福祉事務所：B

福祉事務所 レセプト管理システム環境 支払基金・中央会

生活保護システム

生活保護システム

オン資データ転送用機能(仮)
医療保険者等向け

中間サーバー等LGWAN医療券情報：a

医療券情報：b

医療券情報：a

マイナンバー
ネットワーク

IP-VPN

福祉事務所：B

福祉事務所：A

福祉事務所：B

福祉事務所：C

FW/ルータ

FW/ルータ 医療券情報：b

医療券情報：a

医療券情報：b

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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オン資導入後（統合専用端末連携） 、クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所においては、統合専用端末→（
LGWAN・IP-VPN・マイナンバーネットワーク）→医療保険者等向け中間サーバー等に対して医療券情報等を登録する想定。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

（ToBe）クラウド版レセプト管理システムを利用する福祉事務所_統合専用端末

オン資用データDB
(一時領域)

福祉事務所：A

福祉事務所：A

福祉事務所：B

福祉事務所 レセプト管理システム環境 支払基金・中央会

統合専用端末

統合専用端末

オン資データ転送用機能(仮)
医療保険者等向け

中間サーバー等LGWAN医療券情報：a

医療券情報：b

マイナンバー
ネットワーク

IP-VPN

福祉事務所：B

福祉事務所：A

医療券情報：a

福祉事務所：B

医療券情報：b

福祉事務所：C

FW/ルータ

FW/ルータ

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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現行、オンプレ版レセプト管理システムを利用する福祉事務所においては、オンライン請求用端末を利用し、オンライン請求用端末→（
IP-VPN）→レセプト管理システムに対してレセプト情報を取り込み、審査業務などを実施している。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

（AsIs）オンプレ版レセプト管理システムを利用する福祉事務所

福祉事務所：A

福祉事務所 支払基金・中央会

生活保護システム

オンライン請求システム

福祉事務所：A

レセ情報：a

福祉事務所：B

レセ情報：b

オンライン請求用端末

福祉事務所：B

生活保護システム オンライン請求用端末

FW

FW

ルータ

ルータ

IP-VPN

IP-VPN

レセプト管理システム

レセプト管理システム

USB等

USB等

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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オン資導入後 、オンプレ版レセプト管理システムを利用する福祉事務所においては、生活保護システム→（IP-VPN・マイナンバーネット
ワーク）→医療保険者等向け中間サーバー等に対して医療券情報等を登録する想定。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

（ToBe）オンプレ版レセプト管理システムを利用する福祉事務所

福祉事務所：A

福祉事務所 支払基金・中央会

生活保護システム/統合
専用端末 オンライン請求用端末

福祉事務所：B

生活保護システム/統合
専用端末 オンライン請求用端末

レセプト管理システム

レセプト管理システム

FW

ルータ

IP-VPN

FW

ルータ

IP-VPN

医療保険者等向け
中間サーバー等

福祉事務所：A

医療券情報：a

福祉事務所：B

医療券情報：b

福祉事務所：C

マイナンバー
ネットワーク

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.12 福祉事務所からのデータ連携
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.13 資格確認実績（ログ）の蓄積対象（資格確認） WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.13 資格確認実績（ログ）の蓄積対象（資
格確認）をどうするか。

• データの漏れをなくすため、医療扶助の資格情報を取得した全ての資格確
認を蓄積対象とする。

• データ項目に“資格確認の方法”を追加し、福祉事務所にて資格確認の方
法ごとに分析対象を選択できることとする。
※但し、“資格確認の方法”を付加できない場合、一括照会は蓄積対象
外とする。
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資格確認実績（ログ情報）の蓄積対象となる資格確認について、データの正確性への影響を考慮する必要がある。
※例：一括照会を含めた場合、来院していない被保護者もログに含まれる。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

⇒データの漏れをなくすため、医療扶助の資格情報を取得した全ての資格確認を蓄積対象とする。

⇒データ項目に“資格確認の方法”を追加し、福祉事務所にて資格確認の方法ごとに分析対象を選択できることとする。

検討事項 • 資格確認実績（ログ情報）の蓄積対象（資格確認）をどうするか。

医療扶助のオンライン資格確認の資格確認方法

単件照会

一括照会

マイナンバーカード

受給者番号等

受給者番号等

医療機関コード

補足

医療機関等に来院していない被保護
者も一括で資格確認の対象となり
（特に医療機関コードの照会の場
合）、情報の正確性が損なわれる。

被保護者の来院

あり

原則あり

なし

大前提
• 医療機関等に来院した医療扶助の資格情報を閲覧する資格確認を蓄積対象とする。

⇒資格確認結果（未委託）も対象とする。
⇒資格確認結果（併用）も対象とする。

蓄積対象

対象

対象

対象

対象とした場合：医療機関等を訪れ
ていない被保護者も含まれる可能性が
ある（原則、患者の来院が必要）。
過去日付の資格確認も含まれる。

対象外とした場合：処方箋（受給者
番号等）によるオン資が基調になると
想定される薬局分の資格確認の多くが
対象外となる。

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.13 資格確認実績（ログ）の蓄積対象（資格確認）
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資格確認実績（ログ情報）のデータ項目は以下を想定。
※複数の医療扶助の資格情報が有効な場合は、資格取得年月日が最新の資格情報の公費負担者番号・受給者番号を蓄積対象
とする想定。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯

# データ項目 項目説明

1 公費負担者番号 資格情報内の公費負担者番号を設定する。

2 受給者番号 資格情報内の受給者番号を設定する。

3 医療機関コード 資格確認を行った医療機関コードを設定する。

4 資格確認年月日 資格確認が行われた日付を設定する。

5 資格確認方法 資格確認の方法を設定する。
01：単件照会（マイナンバーカード）
02：単件照会（受給者番号等）
03：単件照会（受給者番号等_過去日付）
04：一括照会（受給者番号等）
05：一括照会（受給者番号等_過去日付）
06：一括照会（医療機関コード）
07：一括照会（医療機関コード_過去日付）

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.13 資格確認実績（ログ）の蓄積対象（資格確認）
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.14 紙の処方箋に記載される情報でのオンライン資格確認 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.14 紙の処方箋に記載される情報でオンライン
資格確認が可能か。

• 紙の処方箋には、原則として公費負担者番号・受給者番号・生年月日が
記載されるため、紙の処方箋を利用した受給者番号等によるオンライン資
格確認の実施が可能である想定。
※調剤券の廃止は想定せず、あくまで薬局における運用パターンの1つの位
置づけ。
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将来的に調剤券が廃止される可能性も見据えて、紙の処方箋を利用したオンライン資格確認の実現可能性について検討する。
検討にあたっては、医療保険における被保険者証を利用したオンライン資格確認の仕組みを参考にする。

検討事項・対応方針

検討事項 • 紙の処方箋に記載された情報でオンライン資格確認（受給者番号等によるオンライン資格確認）が実現できるか。

背景/対応方針

＜背景＞

• 将来的に調剤券が廃止される可能性も考慮し、医療扶助の調剤においては、原則として処方箋が必要であることから。
紙の処方箋によってオンライン資格確認ができるか検討が必要。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 受給者番号等によるオンライン資格確認に必要なデータ項目を整理する。

• 紙の処方箋に記載されるデータ項目を整理し、受給者番号等によるオンライン資格確認に必要なデータ項目を網羅して
いるか確認する。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.14 紙の処方箋に記載される情報でのオンライン資格確認
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医療保険においては、被保険者証によるオンライン資格確認も可能。

⇒医療扶助においては、受給者番号等によるオンライン資格確認を実装する想定。

厚生労働省_健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります【医療機関・薬局の方々へ】
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000663427.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.14 紙の処方箋に記載される情報でのオンライン資格確認
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紙の処方箋には、“公費負担者番号”・“受給者番号“・”生年月日”が記載されている。

⇒紙の処方箋によるオンライン資格確認は実現可能である想定。

神奈川医師会_「院外処方せんの正しい書きかた」
URL：http://www.kanagawa.med.or.jp/news/20131112.pdf

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.14 紙の処方箋に記載される情報でのオンライン資格確認
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2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認 WG

自治体ベンダ
ヒアリング

要件整理支援 PJT内部

検討結果

項番 検討事項 対応案

2.3.15 非指定の医療機関等で資格確認が行わ
れた際に、仮に医療券情報の指定医療機
関に非指定の医療機関が登録されていた
際も、未委託の資格確認として検出するか。

• 非指定の医療機関等でも、自機関が委託先として登録された医療券/調
剤券情報は閲覧可能とする。
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非指定（指定外医療機関等）による資格確認を特定するための対応負荷を考慮し、非指定（指定外医療機関等）による資格確
認を特定する機能は実装しない。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果

前回（WG1回目）時点

WG（2回目）時点

• 医療機関等での資格確認時に、
「未委託/非指定の資格確認」であ
る旨の表示を行う。

制御の内容

未委託/非指定の資格確
認時のメッセージの表示

公費負担者番号・受給者
番号の閲覧制限

未委託の資格確認時の
メッセージの表示

公費負担者番号・受給者
番号の閲覧制限

• 資格情報内の公費負担者番号・受
給者番号を連携しない。
※医療券/調剤券情報の登録前の
診療報酬請求を抑止する。

• 非指定の医療機関等による資格確認を特定
するために、オンライン資格確認等システムに新
規マスタの導入・運用に係る対応が発生する。

• また、非指定の医療機関等における受診件数
は1福祉事務所で月0~1件程度であり、且つ
原則非指定の医療機関等⇔福祉事務所間の
やり取り（診療報酬請求等）は直接行われる
（支払基金を介していない）。

懸念事項

• 医療機関等での資格確認時に、
「未委託の資格確認」である旨の表
示を行う。

制御の内容

• 資格情報内の公費負担者番号・受
給者番号を連携しない。
※医療券/調剤券情報の登録前の
診療報酬請求を抑止する。

• 当該対応に伴うオンライン資格確認等システム
側の対応負荷、及び非指定の医療機関等に
おける受診実績を考慮し、非指定の医療機関
等における資格確認は検出しない。

対応方針

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認
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福祉事務所から委託を受けた医療機関等が資格確認を実施した際は、資格情報・医療券情報を連携する（照会元の医療機関コー
ド⇔医療券情報の指定医療機関コード（委託先コード）が一致する医療券情報のみ）。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
●●●●

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

支払基金・中央会医療機関等

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券情報
の委託先医療機関コードが一致する医療
券情報のみ連携。

通常パターン

2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認
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未委託の医療機関等が資格確認を実施した場合、資格情報のみ連携される。
※但し、医療券情報の登録前の診療報酬請求を抑止するため、公費負担者番号・受給者番号は連携しない。

未委託時の資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
□□□□

資格情報（未委託のフラ
グ）

資格情報（公費負担者
番号・受給者番号は閲覧
不可）

• 資格情報のみ連携（公費負担者番
号・受給者番号は連携しない）。

未委託の資格確認です。

支払基金・中央会医療機関等

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討結果2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認
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薬局での資格確認（調剤券情報の閲覧）についても、医療機関での資格確認（医療券情報の閲覧）と同様の仕組みとする。

薬局での資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：△△△△

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

医療機関コード：
●●●●

資格情報

支払基金・中央会薬局

資格情報

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

• 薬局における資格確認については、医療
機関と同様の仕組みとする。
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照会元医療機関等のパターンごとの医療券情報/調剤券情報の閲覧可否を整理。

照会元医療機関等 資格確認の情報

医療機関等（A） 通常の資格確認

医療機関等（B） 通常の資格確認

医療機関等（C） 通常の資格確認

資格情報

〇

〇

〇

医療券情報1

〇

ー

ー

医療券情報2

ー

〇

ー

医療券情報3

ー

〇

ー

調剤券情報1

ー

ー

〇

前提

• 1被保護者に対して以下の情報が登録されている。
ー資格情報
ー医療券情報1（指定(委託先)医療機関：医療機関等(A)）
ー医療券情報2（指定(委託先)医療機関：医療機関等(B)）
ー医療券情報3（指定(委託先)医療機関：医療機関等(B)）
ー調剤券情報1（指定(委託先)医療機関：医療機関等(C)、処方箋発行元医療機関：医療機関等(A) ）
ー調剤券情報2（指定(委託先)医療機関：未登録、処方箋発行元医療機関：医療機関等(A) ）

• 指定（委託先）医療機関が照会元医療機関と一致する医療券/調剤券情報を連携する。

医療機関等（D）
未委託の資格確認
（資格情報のみ登
録されている）

△ ー ー ー ー

調剤券情報2

ー

ー

ー

ー

凡例
〇：閲覧可
△：閲覧可（公費負担者番号・受給者番号は閲覧不可）
ー：閲覧不可
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自治体ベンダとの打合せ、及び中間報告の内容も踏まえ、未委託/非指定時の資格確認におけるデータ制御について、再度方式含め
検討余地がある認識。

検討事項・対応方針

検討事項

• 非指定医療機関も対象とするか。

• 医科・歯科併設の医療機関においては、片方の医療機関コードを設定しているため、通常（委託済み）のオンライン資
格確認時も、未委託の資格確認として医療券/調剤券情報が連携されない可能性がある。

背景/対応方針

＜背景＞

• 自治体ベンダとの打合せ、及び中間報告の内容も踏まえ、未委託/非指定の制御を実装するために初期構築・運用面
で関係機関の負荷が増大する懸念がある。

• JAHISとの打合せより、医科・歯科併設の医療機関では、片方の医療機関コードを設定しているために、未委託/非指
定時の資格確認時に、併設医療機関で医療券/調剤券情報が連携されない可能性を懸念しているとの指摘を受領し
た。

＜対応方針（検討アプローチ）＞

• 未委託/非指定時の資格確認における実装方式を再度整理する。

• 対応案の評価にあたっては、福祉事務所・医療機関での業務・運用が現在のサービスレベルから低下しないことを考慮
する。
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未委託/非指定の医療機関等で被保護者の資格確認が行われた場合、警告文を表示し且つ受給者番号等の診療報酬請求に必要
な情報の表示及び取り込みを制限することで、医療扶助の適切な利用を促進する。

WG（1回目）時点での対応案

警告文の表示

• 医療機関等の職員が、資格確認を行った被保
護者が未委託/非指定であることを容易に確認
できるため、医療機関等→福祉事務所の連携
（電話等）を確実に行うことができる。
※現行では、医療機関等→福祉事務所に電
話で未委託/非指定でも受診してよいか確認を
取っている。オン資導入後も現行の運用を踏襲
する想定。

期待される効果

• 未委託/非指定の医療機関等で被保護者の資
格確認が行われた場合、資格情報等を表示す
る画面に警告文を表示し、当該被保護者が未
委託/非指定の医療機関等で受診をしようとし
ていることを明示する。

概要

受給者番号等の閲覧制限

• 診療報酬請求に必要な公費負担者番号及び
受給者番号の閲覧に制限を加えることで、未委
託/非指定の状態での診療報酬請求を防止で
きる。
※受診後に医療券/調剤券情報が登録された
場合、医療機関コードによる一括照会で医療券
/調剤券情報を取得可能。

• 未委託/非指定の医療機関等で被保護者の資
格確認が行われた場合、公費負担者番号及び
受給者番号を非表示とする。
※表示での制限に併せて、データの取り込みも
制限する。

背景

医療扶助の適切な利用の促進

• 被保護者が医療扶助を利用する場合、要否意見書の手続きを経た上で、医療券/調剤券の発行後に
福祉事務所が指定した医療機関等（委託先医療機関等）で受診することが原則。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認



.

65

医療扶助の適切な利用を促進するためにも、未委託/非指定の医療機関等で被保護者の資格確認が行われた場合、警告文を表示
する機能及び受給者番号等を非表示とする機能については、実装必須の機能とする想定。

WG（1回目）時点での対応案

氏名：●● ●●

未委託又は非指定の資格確認です。

性別：●

生年月日：●●●● 年齢：●●

公費負担者番号：●●● 福祉事務所名：●●●●

受給者番号：●●●● 居住地：●●●●

医療扶助 資格確認日：●●●●

氏名：●● ●● 性別：●

生年月日：●●●● 年齢：●●

非表示 福祉事務所名：●●●●

非表示 居住地：●●●●

医療扶助 資格確認日：●●●●

通常の資格確認時の表示画面イメージ（案） 未委託/非指定の医療機関等での資格確認時の表示画面イメージ（案）

※通常の資格確認時については、その他の情報（カナ氏名、傷病名及び自己負担額等）も表示する想定。
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委託を受けた指定医療機関等による資格確認の場合、マスタは不要である認識。

通常パターン

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
●●●●

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

支払基金・中央会医療機関等（指定医療機関等）

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券
情報の委託先医療機関コードを突合。
⇒マスタとの突合不要。

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券
情報の委託先医療機関コードが一致
する医療券情報のみ連携。
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未委託のみを検出対象とする場合、マスタは不要である認識（照会元の医療機関コード⇔医療券情報の委託先医療機関コードを突
合して、未委託か否か特定する）。

未委託時の資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
□□□□

資格情報（未委託のフラ
グ）

支払基金・中央会医療機関等（指定医療機関等）

資格情報（受給者番号
等は取り込み不可）

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券
情報の委託先医療機関コードを突合。
⇒マスタとの突合不要。

• 資格確認端末のアプリケーション/レセ
プトコンピューターで受給者番号等の
取り込み制限を実施。

• 資格情報のみ連携。
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指定外医療機関の資格確認を全て検出対象とする場合、指定医療機関マスタとの突合が必要になる想定（照会元の医療機関コー
ド⇔指定医療機関マスタの医療機関コードを突合して、非指定か否か特定する） 。

非指定時の資格確認

オンライン資格確認等システム資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：XXXX

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
XXXX

資格情報（非指定のフラ
グ）

支払基金・中央会医療機関等（指定外医療機関等）

資格情報（受給者番号
等は取り込み不可）

• 資格確認端末のアプリケーション/レセ
プトコンピューターで受給者番号等の
取り込み制限を実施。

• 指定外の医療機関等が委託先医療
機関等に登録されていた場合も、医療
券情報は連携しない。
⇒自治体ベンダとの打合せ結果より、
指定外の医療機関等を委託先として
登録することがある。

指定医療機関マスタ

・ ●●●●

・ △△△△

・ □□□□

• 照会元の医療機関コード ⇔ 指定医療機
関マスタの医療機関コードを突合。
⇒マスタとの突合必要。

• 資格情報のみ連携。
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医科・歯科併設の医療機関において、通常パターンと同様に資格確認を行うためには併設医療機関マスタが必要になる想定。

医科・歯科併設の医療機関の資格確認

オンライン資格確認等システム資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：□□□□

医療機関コード：
△△△△

支払基金・中央会医療機関等（指定医療機関等）

併設医療機関マスタ

・ (医科)△△△△ ⇔ (歯科)●●●●

• 照会元の医療機関コード ⇔ 併設医
療機関マスタの医療機関コードを突合。
⇒マスタとの突合必要。

医療機関コード：
●●●●

• 医科・歯科いずれかの医療機関コード
に一致する医療券情報を連携。

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

• マスタで対応しない場合、未委託/非指定
として特定される可能性があり、受給者番
号等が確認できない可能性がある。

医療機関コード：
△△△△
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非指定医療機関等も本件の対象にするか、また医科・歯科併設医療機関のためにシステム対応（改修）を行うか、懸念事項も踏ま
えつつ、再度検討が必要である認識。

検討事項

非指定も制御の対象にするか

• 新規で指定医療機関等のマスタが必要。
ー 初期マスタの作成
ー マスタの更新
ー マスタの配信
ー マスタの取り込み

検討事項 オン資導入に向けた要対応事項

• マスタ管理などの対応が初期構築後の運
用でも必要になる。
⇒貴省・支払基金側の負荷が増大する想
定。

• 福祉事務所において、非指定の医療機関
等を委託先医療機関等として登録する業
務が実施されている。

懸念事項

医科・歯科併設医療機関のためにシ
ステム対応を行うか

• システム対応案
ー 案.併設医療機関をマスタで管理する。

• 運用回避案
ー 案1.医療機関→福祉事務所に照会し、オン
資で利用している医療機関コードで医療券/調剤
券を登録しなおしてもらう。
ー 案2.都度照会は実施せず、医療機関コードに
よる一括照会で資格確認を行う。

⇒受給者番号等の取り込み制限をなくし、且つ
未委託/非指定時も登録された医療券/調剤券を
全て連携する方式に変更した場合、医科・歯科併
設医療機関向けの対応が不要になる。

※未委託/非指定時の資格確認である旨の文章
が常に表示される可能性がある。

• システム対応案を採用する場合、例外対
応のために、マスタ管理などの対応が初期
構築後の運用でも必要になる。
⇒貴省・支払基金側の負荷が増大する想
定。

• 運用回避案1を採用する場合、運用が煩
雑になり、福祉事務所・医療機関等の両
者から理解を得るのが難しい想定（業務
負荷が高くなる）。

• 運用回避案2を採用する場合、フリーアク
セスが助長される可能性がある。
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先日の打合せ内容を踏まえ全体イメージを整理。

全体イメージ（案）

福祉事務所 支払基金・中央会 医療機関等

生活保護システム/
統合専用端末

医療保険者等向け
中間サーバー等/オンライン

資格確認等システム

レセプトコンピューター等

オン資対応医療機関等マスタ

・ ●●●●

・ △△△△

・ □□□□

オン資対応医療機関等マスタ

・ ●●●●

・ △△△△

・ □□□□

医療機関等マスタ

・ ●●●●
・ △△△△
・ □□□□
・ ▲▲▲▲
・ ■■■■

厚生労働省

• 厚生労働省がオン資対応医療機関
等マスタを公開し、福祉事務所の生活
保護システムに取り込む運用を想定。

• 福祉事務所が登録した医療券/調剤券情報の委託先
医療機関等については、医療機関等として存在するか、
医療機関等マスタを利用して存在チェックを行う想定。
⇒実現可能性はベンダ様と調整中。

• オン資対応医療機関マスタに
記載された医療機関コードを
登録するように周知を行う。

• オン資対応医療機関等マ
スタに基づき、医療券/調
剤券情報に医療機関コー
ドを登録する。

＜変更点＞
• 指定外は制御の対象外とする。
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通常パターン

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
●●●●

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

支払基金・中央会医療機関等

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券情報
の委託先医療機関コードが一致する医療
券情報のみ連携。

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
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未委託時の資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

医療機関コード：
□□□□

資格情報（未委託のフラ
グ）

資格情報（受給者番号
等は取り込み不可）

• 資格情報のみ連携。

• 資格確認端末のアプリケーション/レセ
プトコンピューターで受給者番号等の
取り込み制限を実施。

未委託の資格確認です。

支払基金・中央会医療機関等

• 指定外の医療機関等は委託先に登録されな
いため、非指定医療機関等での資格確認は未
委託時の資格確認と同様の位置づけ。

WG
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医科・歯科併設の医療機関の資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：●●●●

支払基金・中央会医療機関等

医療機関コード：
●●●●

医療機関コード：
△△△△

医療券情報②
・委託先コード：△△△△

• 医療機関等において、オン資対応
医療機関マスタに記載された医療
機関コードで照会する。

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●

• 照会元の医療機関コード ⇔ 医療券情報
の委託先医療機関コードが一致する医療
券情報のみ連携。

• 福祉事務所においても、オン資対応医
療機関マスタに記載された医療機関
コードを委託先コードに登録する。

医療機関コード：
●●●●

資格情報

医療券情報①
・委託先コード：●●●●
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薬局での資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：△△△△

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

医療機関コード：
●●●●

資格情報

支払基金・中央会薬局

資格情報

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：●●●●

• 医療券情報を連携する必要があるか。
⇒薬局で医療券を確認するユース
ケースが存在するか。

• 未委託の制御の対象とするか。
⇒委託先の薬局を登録しないまま調剤券
が発行されるユースケースが存在する。
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薬局での資格確認

オンライン資格確認等システム
資格確認端末/レセプトコンピュータ

資格情報
医療券情報①
・委託先コード：△△△△

調剤券情報①
・処方箋発行元：△△△△
・委託先コード：ー(未登録)

医療機関コード：
●●●●

資格情報（未委託のフラ
グ）

支払基金・中央会薬局

資格情報（受給者番号
等は取り込み不可）

未委託の資格確認です。

• 薬局には調剤券を全て連携する仕組
みとする場合、オンライン資格確認等
システム側で薬局からの資格確認を
特定するためのロジック、及びマスタ
が必要になる想定。

• 薬局も未委託の制御の対象とする場
合、現行の委託先未登録の調剤券
を目視して受給者番号等を確認して
いる運用からサービスレベルが低下す
る想定。
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福島県_（平成30年）生活保護法 指定医療機関の手引
URL：https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/259001.pdf

千葉市_生活保護法 指定医療機関のてびき
URL：https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/documents/chibashisiteiiryoukikantebiki.pdf

薬局での調剤においては、処方箋の確認が必要であると読み取れるものの、現状医療券そのものを確認するユースケースは把握できな
い。
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医科・歯科併設の医療機関等において、未委託の医療機関等からの資格確認時に警告文を連携する機能、及び医療券/調剤券情
報を一括で取得する機能に係る課題が生じる旨のコメントをJAHIS様より受領。
⇒医科・歯科併設の医療機関等では、一律医科の医療機関コードでオンライン資格確認を行うため、上記機能で正確な情報連携が
実施できない可能性がある。

検討事項・対応方針

検討事項
• 未委託の医療機関等の特定方法をどうするか。

• 自機関に委託された医療券/調剤券情報の特定方法をどうするか（医療券/調剤券情報の一括取得に係るもの）。

対応方針

＜現状調査＞

• 医療機関コードの附番の現状を調査し、JAHIS様から頂いた課題への理解を醸成する。
⇒厚生労働省地方厚生局が公開している医療機関コードを一覧を参考にする。

＜影響範囲の分析＞

• 上記の課題が‘影響を及ぼす範囲を特定する。
⇒オン資導入後のネットワーク方式図に対して影響範囲のマッピングを行う。

＜対応案の検討＞

• 上記の調査・分析結果を基づき、対応案を検討する。
⇒主に、運用面/システム面でどのような実装方式が取りうるのか整理する。

これまでの検討内容

• 資格確認端末内の医療機関コードが連携される仕組みを利用
して、この医療機関コードと医療券/調剤券情報の委託先医療
機関を突合し、未委託の医療機関を特定する。
※医療券/調剤券情報の一括取得も同様。

＜JAHIS様のコメント＞

医科・歯科併設の医療機関では、歯科における
資格確認時にも、医科の医療機関コードを利用
してオンライン資格確認を行う事例がある。

WG
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資格確認端末に1つの医療機関コードを設定してオンライン資格確認を行うため、医科・歯科が併設された医療機関等においては、自
機関が正しい委託先であるにも関わらず、未委託の医療機関等として警告文が表示される可能性がある。
また、医科の医療機関コードのみでオンライン資格確認を行う場合、自機関が委託先として登録された医療券情報のうち、歯科に係る
医療券情報を一括で取得できない可能性がある。

課題が生じるユースケース

医科・歯科_単独

• 課題なし。
⇒1つの医療機関コードしか持たないため、照会元医療機関コードと
医療券情報の委託先医療機関コードが異なっていれば、もれなく未
委託として判断できる。

課題概要

• 課題なし。
⇒1つの医療機関コードしか持たないため、委託先として自機関の医
療機関コードが設定された医療券情報を一括で取得可能。

• 課題あり。
⇒委託先医療機関等として歯科の医療機関コードが設定された情
報を、医科の医療機関コードで照会した場合、委託先として正しい
医療機関等からの取得要求が未委託として判断される可能性が
ある。
※課題のイメージ図は次ページ以降参照

• 課題あり。
⇒医科の医療機関コードのみで照会を行った場合、委託先医療機
関等として歯科の医療機関コードが設定された情報を取得できな
い。
※課題のイメージ図は次ページ以降参照

医科・歯科_併設

ユースケース

マイナンバーカードによる
単件照会

※受給者番号による照会も同様

医療機関コードによる
医療券情報の一括照会

マイナンバーカードによる
単件照会

※受給者番号による照会も同様

医療機関コードによる
医療券情報の一括照会
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課題が生じるユースケース「医科・歯科_併設 マイナンバーカードによる単件照会」の課題のイメージ図は以下の通り。

課題のイメージ図：マイナンバーカードによる単件照会

イメージ図（案）

支払基金・中央会

医療機関等（医科・歯科併設）

ルータ

顔認証付き
カードリーダー

資格確認端末

レセコン等

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

医科_医療機関コード

・01-1-01-1111-1

歯科_医療機関コード

・01-3-01-1234-1

医療券情報

・受給者番号：△△△△
・傷病名：○○（歯科に該当するもの）
・委託先医療機関コード：01-3-01-1234-1

医療券情報には歯科の医療
機関コードが設定されている。

診療内容が医科・歯科に関
わらず、医科の医療機関コー
ドで資格確認を実施。

＜警告文！＞

未委託の医療機関です。

照会元の医療機関コードと医療券
情報の委託先医療機関コードが一
致しないため、未委託の医療機関と
して警告文が表示される。

3

2

１

資格確認端末/レセコン等
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課題が生じるユースケース「医科・歯科_併設 医療機関コードによる一括照会」の課題のイメージ図は以下の通り。

課題のイメージ図：医療機関コードによる一括照会

イメージ図（案）

支払基金・中央会

医療機関等（医科・歯科併設）

ルータ

顔認証付き
カードリーダー

資格確認端末

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

医科_医療機関コード

・01-1-01-1111-1

歯科_医療機関コード

・01-3-01-1234-1

医療券情報

・受給者番号：△△△△
・傷病名：○○（歯科に該当するもの）
・委託先医療機関コード：01-3-01-1234-1

医科・歯科それぞれの医療券
情報が登録されている。

医科の医療機関コードを利用
して、自機関に委託された医
療券情報の一括照会を実施。

資格確認端末/レセコン等

医療券情報

・受給者番号：●●●●
・傷病名：▲▲（医科に該当するも
の）
・委託先医療機関コード：01-1-01-
1111-1

2

１

医療券情報

・受給者番号：●●●●
・傷病名：▲▲（医科に該当するもの）
・委託先医療機関コード：01-1-01-1111-1

歯科の医療機関コードが設定された
医療券情報を取得できない。

3

レセコン等
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医療機関コードの一覧表において、医科・歯科併設の医療機関等は2つの医療機関コードが割り当てられている認識。

参考：医科・歯科併設の場合の医療機関コード

関東信越厚生局_保険医療機関・保険薬局の指定一覧（コード内容別医療機関一覧表）_千葉県（医科・医科(歯科併設)）
URL：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/shitei.html

医科

医科・歯科
併設

（）内が歯科の医療機関
コードである想定。
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医科・歯科併設の医療機関等では、レセプト請求時等で医療機関コードを使い分けている想定。

参考：医科・歯科併設の場合の医療機関コード

静岡県国民健康保険団体連合会_国保連合会だより_平成27年8月18日
URL：https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/27-4-2.pdf
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資格確認実績（ログ）に影響する可能性もあるものの、
主な影響範囲は資格確認端末/レセコン等の医療機関等内のシステムである想定。

影響範囲の分析

支払基金・国保中央会

医療機関等福祉事務所

＜全体概要図＞

医療保険者等中間サーバー等

※運用支援環境

・資格情報等

・医療券情報

生活保護システム

個人番号利用事務系
アプリケー

ションソフト等

医療機関等システム

資格確認端末

医師等

職員
顔認証付き
カードリーダー

・資格情報等

・医療券情報

・特定健診等情報

オンライン請求
ネットワーク

オンライン資格確認等システム

・特定健診等情報

オンライン請求システム

特定健診等データ収集システム

被保護者

マイナン
バーカード

既存回線

ログ

レセプト管理システム環境

・受給者番号

・資格確認実績

・・・・受給者番号

・特定健診等情報

・・・

・個人番号

・資格情報

・・・

既存回線

LGWAN

AWS 
Private 

Link

資格確認実績の連携資格情報・医療券情報の連携

特定健診等情報の連携

レセプト管理システム

IP-VPN

ルータ

・個人番号

・医療券情報

・・・

資格確認

マイナンバー
ネットワーク

＜影響範囲＞
未委託の医療機関等から資格
情報等の要求があった際に警告
文を表示する機能。

＜影響範囲＞
被保護者の資格情報等の取得要求の
都度ログを蓄積し、未委託の医療機関
での受診者を特定する機能。

＜影響範囲＞
被保護者の資格情報等の取得要求の
都度ログを蓄積し、未委託の医療機関
での受診者を特定する機能。
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各システムにおける医療扶助独自の対応を極小化するため、福祉事務所・医療機関等の業務/運用内容の変更により当該課題に対
応する案が優先案である想定。

対応案

主な改修システム

ー
（運用設計を変更）

＜単件照会・一括照会両方に係る対応案＞

• 医科・歯科併設の医療機関等を予め生活保護システム内のマスタで把
握する。

• 歯科を併設する医療機関は医科の医療機関コード、医科を併設する
医療機関は歯科の医療機関コードを登録して、医療保険者等中間
サーバー等に対して情報連携を行う。

• 医療機関等でも上記に併せてシステム内の医療機関コードを登録する。

概要

＜制度・運用面＞

• 福祉事務所、及び医療機
関等でガバナンスを作用させ
る必要がある。

懸念事項

オンライン資格確認等
システム

＜単件照会・一括照会両方に係る対応案＞

• 医科・歯科併設医療機関を予めオンライン資格確認等システム内のマ
スタで把握する。

• 照会元医療機関コードが併設医療機関である場合、医科・歯科それ
ぞれの医療機関コードで突合し、委託先医療機関等からの資格確認
か否か判断する。

＜システム面＞

• 医療扶助独自の改修が必
要。

• 医療保険と異なる対応とな
り、且つ医療保険のオン資
に影響を及ぼす可能性があ
る。

レセプトコンピュータ

＜単件照会に係る対応案＞

• 資格確認端末/レセコンに連携された医療券情報の委託先医療機関
コードと、レセコン内に登録した医療機関コード（医科・歯科両方）を
突合し、両方に該当しなかった場合のみ未委託として警告文を表示
する。

＜一括照会に係る対応案＞

• レセコン等に医科・歯科両方の医療機関コードを登録し、それぞれの
医療機関コードを利用して一括照会を行う。
※医科・歯科両方の医療機関コードで2回照会するイメージ。

＜システム面＞

• 医療扶助独自の改修規模
が肥大化する。

案

1

2

3

優先案

WG
自治体ベンダ

ヒアリング
要件整理支援 PJT内部

検討経緯2. 調査研究
2.3. 検討事項・対応案
2.3.15 非指定の医療機関等での資格確認



8686

2. 調査研究
2.1. 前提事項
2.2. 実現方式（大方針）
2.3. 検討事項・対応案
2.4. 次年度以降に検討すべき事項・対応アプロー
チ



.

87

2. 調査研究
2.4. 次年度以降に検討すべき事項・対応アプローチ

今年度の調査研究結果を踏まえ、次年度以降に検討すべき事項を抽出・整理。また、その対応アプローチを検討。これらの事項につい
ては、次年度の技術解説書作成等のマイルストンを踏まえ、適宜検討を進める必要がある想定。

項番 検討事項 対応案 次年度以降の対応アプローチ

2.3.2 支払基金側で資格確認実
績（ログ情報）を管理・連
携するシステムをどうするか。

• オンライン請求システム、又は医療保険者等向
け中間サーバー等を利用する案の2案が存在す
る。

• 医療保険者等向け中間サーバー等を利用する
案の場合、既存の仕組みを流用することで、資
格確認実績（ログ情報）を連携できる可能性
がある。

• 上記より、医療保険者等向け中間サーバー等を
利用する案を優先案として検討中。

• 引き続き、支配基金と連携しつつ、医
療保険者等向け中間サーバー等を
利用した資格確認実績（ログ情
報）の連携の実現可能性の確認を
行う。

• 支配基金側システムの改修作業開
始（基本設計も含む）までに対応
案を確定する想定。

2.3.3 福祉事務所におけるオン資
対応医療機関等の把握方
法をどうするか。
ー マスタの出元
ー マスタの更新方法・頻度
ー 生保システムへのマスタ

の取り込み方法
ー キー情報

• 厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険
証利用 参加医療機関・薬局リスト」を、オン資
対応医療機関等マスタとして利用する。

• 福祉事務所においては、職員の操作により、生
活保護システムに上記のマスタを取り込み、指定
医療機関コードに上記マスタの医療機関コードを
登録する。

• 福祉事務所のマスタの更新頻度は月次を想定。

※支払基金に対する施設要件などの申請に基
づき、オンライン資格確認開始済みの医療機関
等に対して、診療報酬を上乗せすることが検討さ
れている。
⇒上記の申請状況をマスタとして利用することも
考慮する。

• 「マイナンバーカードの健康保険証利
用 参加医療機関・薬局リスト」は、
貴省保険局保険データ企画室が主
管であるため、引き続き保険データ企
画室とも連携して当該リストの活用に
向けた調整を進める。

• 福祉事務所向け技術解説書（最終
版）の作成完了までに調整を終える
想定。

次年度以降に検討すべき事項一覧



.

88

2. 調査研究
2.4. 次年度以降に検討すべき事項・対応アプローチ

前頁の続き。

項番 検討事項 対応案 次年度以降の対応アプローチ

2.3.11 資格情報、医療券/調剤券
情報の登録時に、どのデータ
項目を必須項目、又は任意
項目とするか。

• 傷病名・自己負担額などは任意項目としつつ、
公費負担者番号・受給者番号・氏名・委託先
医療機関等などを必須項目とする想定。

• データ項目の整理と併せて、登録時必須/任意、
医療機関等での表示要否、及び未委託の医療
機関等での閲覧可否を整理。

• 引き続き、自治体システムベンダへの
照会を図りつつ、生活保護システム標
準仕様書の帳票レイアウトとの整合
性の確保を図る。

• 福祉事務所向け技術解説書（最終
版）の作成完了までに調整を終える
想定。

ー 医科歯科併設の医療機関に
おいて、未委託の医療機関と
して特定されない仕組みをど
のように実現するか。

• 医療機関等向けの技術解説書において、「マイ
ナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機
関・薬局リスト」に記載されている医療機関コード
を、医療機関等の端末に設定するように周知す
る。
⇒医療機関等への働きかけは厚生労働省が主
体となって行う。

• 医療機関等システムベンダ、支配基
金、及びJAHIS等の意見も踏まえつ
つ、医科歯科併設医療機関等への
対応案を精緻化する。

• 医療機関等システムベンダ向け技術
解説書（最終版）の作成完了まで
に対応案を確定する想定。

ー 大方針として整理したネット
ワーク方式を採用できない福
祉事務所（統合専用端末
によるデータ連携が基調となる
福祉事務所）がないか。
ー 生活保護システムを導

入していない福祉事務所がな
いか。
ー レセプト管理システムを

導入していない福祉事務所
がないか。

• 個別ヒアリング対象は生活保護システム側で約4
福祉事務所、レセプト管理システム側で13福祉
事務所存在する。

• 貴省より受領した資料を活用し、ヒアリング対象
の絞り込み、ヒアリング事項の整理を実施。

• 貴省にて自治体への照会対応中。

• 貴省→対象の自治体への照会結果
に基づき、個別で調整が必要な自治
体/福祉事務所にメール等でやり取り
を行う。
※自治体/福祉事務所へのメール送
付は貴省にご対応頂く想定。

• 福祉事務所向け技術解説書（最終
版）の作成完了までに初期調整を
終える想定（必要に応じて、その後
も個別にやり取りを実施予定）。

次年度以降に検討すべき事項一覧
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3章：要件整理支援



9090

3. 要件整理支援
3.1. 前提事項
3.2. 要件整理結果
3.3. 要件整理の検討経緯
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3. 要件整理支援
3.1. 前提事項
3.1.1. 要件整理支援の考え方（検討アプローチ・作業スコープ）

貴省及び支配基金とも調整の上、QA一覧を作成し、その中で支配基金・支払基金ベンダの不明点を解消していく作業アプローチを採
用しました。

要件整理支援の検討アプローチ・作業スコープ

本案件開始当初の検討アプローチ・
作業スコープ

• 要件整理支援業務においては、過去の類似案件と同様に、支払基金より入手した、オンライン資格確
認等システムの要件定義書の更新を、本案件における要件整理支援業務の作業スコープとする。

• 上記の要件定義書の更新においては、貴省・支払基金・本業務の受託事業者間で密に連携を取り、
認識齟齬の低減・不明点の潰しこみを行う。

変更後の検討アプローチ・
作業スコープ

• 貴省・支払基金・オンライン資格確認等システムのベンダ・医療保険者等向け中間サーバー等のベンダ・
本業務の受託事業者間で、打合せを行い、本案件における要件整理業務の参加者の認識を摺合せ
する（WG(1回目)資料を利用する）。

• 上記と並行して、質疑応答（QA一覧の作成）・補足資料の作成を行い、関係者の不明点の潰しこ
み、要件整理を行う。

• QA一覧、補足資料、要件一覧（QA一覧より抽出）を本案件の要件整理支援業務における成果
物とする。
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3. 要件整理支援
3.1. 前提事項
3.1.2. 要件整理支援の考え方（検討プロセス）

前頁の作業アプローチを踏まえ、下記の①~⑥の作業ステップで要件整理支援作業を進めました。

検討プロセス

• 要件整理支援業務の進め方の大方針の認識合わせを行
う。①

• 支払基金及びベンダに対して、本PJTでの検討状況を共
有する。
※制度・法律面の説明は貴省に実施いただく。

• 支払基金及びベンダから不明点などのコメントをいただく。

②

• ②を踏まえ、ベンダより本PJTにて今年度内に整理・提供す
る情報群を共有いただく。

• 適宜、ベンダ⇔本PJT間で認識合わせを行う。
※ボリューム等に応じて、優先順位付け等を相談させていただく場合あり

③

• 適宜資料を連携し、QA一覧の中で不明点の潰しこみを
行う。

• 支払基金及びベンダのコメントを踏まえ、適宜資料を更新
する。

⑥

要件整理内容の大方針の摺合せ

検討状況の共有（制度・法律・業
務フローの説明）
※必要に応じ２回程度を想定

本PJT側で整理する情報群の共有

資料の確認及び指摘反映

• 支払基金

• 本PJT

• 支払基金

• ベンダ

• 本PJT

• ベンダ

• 本PJT

• 支払基金

• ベンダ

• 本PJT

• 年度末の納入に向けて、資料等の最終確認を行う。

• 作業ステップ⑤の内容を踏まえ、次年度に向けた残対応
事項があれば整理する。

⑤

本PJT内での最終確認

• 本PJT

• ③の情報群に基づき、本PJTにて資料を作成する。

• 具体的にはQA一覧、要件一覧、補足資料を作成する。④ 資料作成

• ベンダ

• 本PJT

作業プロセス 作業概要 主な関係者
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3. 要件整理支援
3.1. 前提事項
3.1.3. 要件整理支援業務の関係機関との調整方法、成果物

貴省とも調整の上、要件整理支援では、成果物としてQA一覧、補足資料及び要件一覧（QA一覧より抽出）を作成しました。

関係機関との調整方法、成果物

支払基金

調整（コミュニケーション）方法

• 打合せ
※必要に応じて、月数回程度実施。

• メール
※必要に応じて、週1~2回程度のやり取りを実施。
⇒オンライン資格確認等システム、医療保険者等
向け中間サーバー等の要件を精緻化することを目
的に実施。

関係機関

オンライン資格確認等システムベンダ

医療保険者等向け中間サーバー等ベ
ンダ

＜成果物一覧＞

• QA一覧

• 補足資料

• 要件一覧

＜成果物の構造＞

• QA一覧
ー 補足資料（QAを補足）
ー 要件一覧（QA一覧より導出）

成果物

生活保護システムベンダ

• 打合せ
※必要に応じて、2か月に1回程度実施。

• メール
※必要に応じて、月1~2回程度のやり取りを実施。
⇒オンライン資格確認等システム、医療保険者等
向け中間サーバー等の要件を精緻化するため、自
治体側のインプットを収集することを目的に実施。レセプト管理システムベンダ

＜成果物一覧＞

• ヒアリング資料

• ヒアリング結果（PPT・Excel・メール等）

• メール
※必要に応じて、月1~2回程度のやり取りを実施。
⇒オンライン資格確認等システム、医療保険者等
向け中間サーバー等の要件を精緻化するため、医
療機関側のインプットを収集することを目的に実
施。

医療機関等システムベンダ

＜成果物一覧＞

• ヒアリング結果（メール）
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3. 要件整理支援
3.1. 前提事項
3.2. 要件整理結果
3.3. 要件整理の検討経緯
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3. 要件整理支援
3.2. 要件整理結果
3.2.1 QA一覧

貴省・支払基金・支払基金ベンダ（F社・G社）・弊社間の質疑応答内容及び要件整理結果をQA一覧に整理しました。
⇒「QA一覧」を参照。


